
●
年
　
齢

昭
和
61
年
３
月
20
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人

●
住
　
所

平
成
17
年
12
月
１
日
以
前
か
ら
引
き
続
き

市
内
に
住
所
お
よ
び
住
民
登
録
が
あ
る
方

◎
市
内
転
居
さ
れ
た
方

２
月
24
日(
金)

以
降
に
転
居
さ
れ
た
方
は
、
転

居
前
の
投
票
所
で
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
転
出
さ
れ
た
方

【
県
外
転
出
者
】

知
事
選
挙
で
は
、
県
外
へ
転
出
さ
れ
た
方
は

投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

入
場
券
が
届
い
た
方
で
も
、
３
月
18
日(
土)

ま

で
に
県
外
へ
転
出
さ
れ
た
方
は
投
票
で
き
ま
せ

ん
。
不
在
者
投
票
を
済
ま
せ
て
い
て
も
、
投
票

は
無
効
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
期
日
前
投
票
を
済
ま
せ
た
後
で
転

出
さ
れ
た
場
合
、
投
票
は
有
効
と
な
り
ま
す
。

【
県
内
転
出
者
】

知
事
選
挙
で
は
、
県
内
に
転
出
さ
れ
た
方
は

投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
現
在
お
住
ま

い
の
市
町
役
場
が
発
行
す
る
「
居
住
証
明
書
」

が
必
要
で
す
。

た
だ
し
、
七
尾
市
か
ら
転
出
後
、
再
び
転
出

先
か
ら
他
市
町
へ
転
出
し
た
場
合
は
投
票
で
き

ま
せ
ん
。

◎
県
内
市
町
か
ら
転
入
さ
れ
た
方

平
成
17
年
12
月
２
日(

金)

以
降
に
県
内
市
町
か

ら
転
入
さ
れ
た
方
で
、
前
住
地
の
市
町
の
選
挙
人

名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方
は
、
前
住
地
で
投
票

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
七
尾
市
が
発
行
す
る
「
居
住
証
明
書
」

が
必
要
で
す
。

◎
居
住
証
明
書
の
発
行

■
場
所
　
本
庁
市
民
課
・
各
支
所
民
生
課

※
各
支
所
は
平
日
の
み

■
日
時
　
３
月
３
日(

金)

〜
18
日(

土)

（
平
日
）

８：

30
〜
17：

15

（
土
日
）

８：

30
〜
12：

30

３
月
19
日(

日)

８：

30
〜
19：

00

市
役
所
本
庁
、
各
支
所
の
期
日
前
投
票
所
・

不
在
者
投
票
所
で
の
投
票

◎
対
　
　
象

出
張
（
滞
在
地
で
投
票
す
る
方
法
も
あ
り
ま

す
。
）
、
用
務
、
旅
行
な
ど
で
投
票
日
当
日
、
投

票
に
い
け
な
い
方

◎
期
　
　
間
　

３
月
３
日(
金)
〜
３
月
18
日(

土)

◎
開
所
時
間

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時

◎
投
票
場
所

(

注)

で
き
る
だ
け
次
の
住
所
地
の
区
分
に
し
た

が
っ
て
投
票
を
お
ね
が
い
し
ま
す
。

旧
七
尾
市
の
区
域
　
　→

　
本
　
　
庁

旧
田
鶴
浜
町
の
区
域
　→

　
田
鶴
浜
支
所

旧
中
島
町
の
区
域
　
　→

　
中
島
支
所

旧
能
登
島
町
の
区
域
　→

　
能
登
島
支
所

県
選
挙
管
理
員
会
が
指
定
し
た
病
院
や
施
設

な
ど
に
入
院
・
入
所
さ
れ
て
い
る
方
は
お
早
め

に
病
院
長
、
施
設
長
へ
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

次
表
に
該
当
さ
れ
る
方
は
、
郵
便
に
よ
る
不

在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
市
選
挙
管
理
委
員
会
が
発
行
す
る

「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」
が
必
要
で
す
。

「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」
を
お
持
ち
の
方
で

投
票
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
市
選
挙
管
理
委
員

会
ま
で
「
投
票
用
紙
の
請
求
書
」
を
請
求
く
だ

さ
い
。（
電
話
で
の
請
求
も
受
け
付
け
ま
す
）

交付手帳など 

身体障害者手帳 

戦傷病者手帳  

介護保険の　　 
　　被保険者証 

区　　　分 

両下肢、体幹 

移動機能の障害 

心臓、じん臓、呼吸器 

ぼうこう、直腸、小腸
の障害 

免疫機能の障害 

両下肢、体幹の障害 

内臓機能の障害 

介護状態区分 

等級など 

１級または２級 

１級または３級 

１級または３級 

特別項症から 
　　　第２項症 
特別項症から 
　　　第３項症 

要介護５ 

郵便などによる不在者投票対象者 

投
票
で
き
る
人

入
院
・
入
所
先
で
の
不
在
者
投
票

郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票

期
日
前
投
票
は
お
早
め
に
！

不
在
者
投
票
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